
1213 令和7（2025）年4月号 令和7（2025）年4月号

※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）

庁
舎
名

・���

第
47
回
青
木
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
共
進
会

　
（
美
牛
コ
ン
テ
ス
ト
）

・
模
擬
搾
乳
体
験

・
模
擬
店（
う
ど
ん
・

　
ラ
ー
メ
ン
な
ど
）

・�

風
船
割
り
大
会

・�

酪
農
や
農
業
に
関
す

る
商
品
や
機
械
の
展
示
販
売

・�

良
質
肥
料
無
料
配
布（
一
人
５
袋
ま
で
）

・�

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー（
先
着
５
０
０
人
）

・�

牛
乳
空
き
パ
ッ
ク
６
枚
と
引
き
換
え
に
ト

イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
１
ロ
ー
ル
プ
レ
ゼ
ン

ト（
先
着
３
０
０
個
、
１
家
族
３
個
ま
で
）

▼
問
い
合
わ
せ

○
青
木
農
業
祭
実
行
委
員
会�

�

☎
０
８
０(

７
６
０
８)

９
５
７
１

　
く
ら
し

広　告広　告

お知らせ掲示板

▶問い合わせ
○本市民課　☎（62）7132

マイナンバーカード
【休日】交付・申請・

マイナ保険証利用申し込み支援

※�交付のみ事前
　予約が必要です。

詳しくはこちら

4月19日㈯

　
生
乳
産
出
額
全
国
２
位
を
誇
る
、
本
市
な

ら
で
は
の
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
が
盛
り
だ
く
さ

ん
で
す
。

▼
と
き　
4
月
19
日
㈯

　
午
前
9
時
30
分
～
午
後
3
時

※
雨
天
時
は
20
日
㈰
に
順
延
。

▼
と
こ
ろ　
青
木
サ
ッ
カ
ー
場

▼
内
容

農
業
の
こ
と
を
も
っ
と
知
ろ
う
！

～
青
木
農
業
祭
２
０
２
５
～

学
生
で
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
が
難
し
い
と
き
の
猶
予
制
度

〈
学
生
特
例
納
付（
学
特
）と
は
〉

　
20
歳
以
上
の
学
生
で
収
入
が
少
な
く
、
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
人
の
た
め

の
、保
険
料
の
納
付
を
猶
予
す
る
制
度
で
す
。

２
年
１
カ
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で

き
ま
す
。

▼
必
要
書
類

・
年
金
手
帳
な
ど
年
金
番
号
の
分
か
る
も
の

・�

学
生
証（
コ
ピ
ー
の
場
合
は
裏
表
両
面
）

ま
た
は
在
学
証
明
書（
原
本
）

・�

来
庁
す
る
人
の
身
分
証
明
書

（
運
転
免
許
証
な
ど
）

▼
注
意
点

・�

複
数
年
度
利
用
す
る
場
合
は
、年
度
ご
と

に
申
請
が
必
要
で
す

・�

保
険
料
を
納
付
し
な
い
ま
ま
申
請
が
遅
れ

る
と
、
万
一
の
と
き
に
障
害
年
金
な
ど
が

受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
、
速
や

か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

・�

代
理
人
が
申
請
す
る
際
に
、
委
任
状
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

・�

対
象
と
な
る
学
校
は
、
日
本
年
金
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す

〈
学
特
承
認
を
継
続
す
る
人
〉

　
学
特
の
承
認
を
す
で
に
受
け
た
人
で
、
翌

年
度
以
降
も
在
学
状
況
が
変
わ
ら
な
い
場

合
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
申
請

書（
は
が
き
形
式
）を
返
送
す
る
こ
と
で
申
請

「�
土
地・家
屋
縦
覧
帳
簿
」「
固
定
資

産
課
税
台
帳
」が
見
ら
れ
ま
す

　

自
分
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
が
適
正
か
、

縦
覧
帳
簿
や
課
税
台
帳
で
確
認
で
き
ま
す
。

〈
土
地
・
家
屋
縦
覧
帳
簿
〉

▼
閲
覧
期
間　
４
月
１
日
㈫
～
５
月
30
日
㈮

▼
対
象　
固
定
資
産
税
の
納
税
者

▼
内
容　
自
己
の
資
産
や
比
較
し
た
い
資
産

▼
手
数
料　
無
料

〈
固
定
資
産
課
税
台
帳
〉

▼
と
き　
通
年

▼�

対
象　
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
、
借

地
人
、
借
家
人

※�

借
地
人
、
借
家
人
の
場
合
は
、
賃
貸
借
契

約
書
の
原
本
が
必
要
。

▼�

内
容

　
自
己
の
資
産
や
権
利
の
対
象
と
な
る
資
産

▼
手
数
料　
１
回
３
０
０
円

※�

令
和
7
年
度
分
に
限
り
、
５
月
30
日
㈮
ま

で
は
無
料
。

〈
共
通
事
項
〉

▼�

と
こ
ろ　
西
固
定
資
産
税
課
、本
課
税
課
、

塩
塩
原
支
所
、
箒
根
出
張
所

※�

箒
根
出
張
所
は
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
み
。

▼
必
要
な
も
の

・
身
分
証
明
書

・�

代
理
人
が
閲
覧
す
る
場
合
は
、
閲
覧
対
象

者
か
ら
の
委
任
状

・�

法
人
の
場
合
は
、
代
表
者
印
が
押
印
さ
れ

た
委
任
状

▼
問
い
合
わ
せ

○
西
固
定
資
産
税
課�

☎（
38
）２
５
６
０

　
令
和
６
年
11
月
の
国
の
決
定
に
基
づ
き
、

住
民
税
非
課
税
世
帯
に
対
し
、
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。
対
象
世
帯
に
は
、
3
月
下
旬
に

通
知
し
ま
す
。

▼
給
付
額　
１
世
帯
当
た
り
3
万
円

※�

18
歳
以
下
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯
は
、子

ど
も
１
人
当
た
り
２
万
円
を
加
算
。

▼�

対
象　
世
帯
全
員
の
令
和
6
年
度
住
民
税

が
非
課
税
の
世
帯

▼�

申
請
方
法

①�

市
か
ら
令
和
５
年
度
ま
た
は

令
和
６
年
度
に
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た

世
帯
…
申
請
不
要

②�

①
以
外
の
世
帯
…
通
知
を
確
認
し
て
返
送

令
和
6
年
度
住
民
税

非
課
税
世
帯
へ
の
給
付
金

　
健
康
長
寿
セ
ン
タ
ー
内
の
長
寿
の
湯
は
、

市
の
管
理
運
営
を
終
了
す
る

た
め
、
3
月
30
日
㈰
を
も
っ

て
一
時
休
業
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
健
康
増
進
課�

☎（
62
）７
１
９
７

「
長
寿
の
湯
」一
時
休
業

　
市し

内な
い

に
住す

む
外が
い

国こ
く

人じ
ん

の
た
め
の
相そ
う

談だ
ん

窓ま
ど

口ぐ
ち

で
す
。
生せ
い
活か
つ
に
困こ
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た

ら
、
相そ
う
談だ
ん
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

こ
と
ば　
英え
い
語ご

、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語ご

、

　
ス
ペ
イ
ン
語ご

▼
と
き　
毎ま
い

週し
ゅ
う

金き
ん

曜よ
う

日び

　
午ご

前ぜ
ん

８
時じ

30
分ぷ
ん

～
午ご

後ご

５
時じ

▼
と
こ
ろ　
西に
し
那な

須す

野の

庁ち
ょ
う
舎し
ゃ
１
階か
い

※
申も
う
し
込こ

み
不ふ

要よ
う
。

▼
問と

い
合あ

わ
せ

○
本
市し

民み
ん

協き
ょ
う
働ど
う
推す
い
進し
ん
課か�

☎（
62
）７
０
１
９

外が
い

国こ
く

人じ
ん

生せ
い

活か
つ

相そ
う

談だ
ん

窓ま
ど

口ぐ
ち

Counseling�for�Foreign
Residents

▼�

申
請
期
限　
5
月
31
日
㈯

▼
問
い
合
わ
せ

○
給
付
金
に
関
す
る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

�

☎（
64
）５
１
２
１

黒
磯
さ
く
ら
ま
つ
り

　
春
の
風
物
詩
、
黒
磯

さ
く
ら
ま
つ
り
を
開
催

し
ま
す
。

▼�

と
き

　
3
月
28
日
㈮
～

　
4
日
6
日
㈰

※�

ぼ
ん
ぼ
り
点
灯
時
間
は
、
3

月
27
日
㈭
～
4
月
6
日
㈰
の

夕
刻
か
ら
午
後
10
時
ま
で
。

▼�

と
こ
ろ　
黒
磯
公
園（
桜
町
1
‐
3
）

○�

黒
磯
さ
く
ら
祭
実
行
委
員
会
事
務
局

　
（
市
商
工
会
内
）�

☎（
62
）０
３
７
３

で
き
ま
す
。

※�

申
請
書
は
４
月
上
旬
ご
ろ
ま
で
に
送
ら
れ

ま
す
。
申
請
書
が
届
か
な
い
と
き
は
、
窓

口
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
追
納
す
る
と
受
給
額
が
ア
ッ
プ
〉

・�

学
特
を
受
け
た
期
間
は
、
将
来
受
け
取
る

年
金
額
の
計
算
期
間
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん

・�

10
年
以
内
に
納
め
れ
ば
、
将
来
受
け
取
る

年
金
額
を
増
や
せ
ま
す

・�

３
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
場
合
は
保
険

料
に
加
算
額
が
生
じ
ま
す
の
で
、
注
意
し

て
く
だ
さ
い

▼�

申
し
込
み　
本
国
保
年
金
課
、
西
国
保
年

金
担
当
、
塩
塩
原
支
所
、
箒
根
出
張
所
、

大
田
原
年
金
事
務
所

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課�

☎（
62
）７
１
２
９

○
大
田
原
年
金
事
務
所

�

☎
０
２
８
７（
22
）６
３
１
１


